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１．評価方法 

（1）審査は、「与那原町スポーツツーリズム構築委託業務（R7）実施要領（以下、

「実施要領」という。）」に示された参加資格要件を満たしている全ての企画提

案者に対し、評価審査項目ごとに評価審査（採点）を行い順位決定する。評価

にあたっては、「与那原町スポーツツーリズム構築事業委託業務（R7）仕様書」

にて要求した条件に対し、本業務への理解度や提案内容の合理性・有効性・実

現性などの提案がされているかを検証し評価を行う。 

 （２）提案者が１者のみの場合においてもこの審査基準に基づき判断する。 

 （３）評価方法は、事務局にて審査した一次審査（書類審査）と選定委員会にて審

査する二次審査（プレゼンテーション審査）の合計点で決定するものとする。 

 （4）配点は一次審査 40点、二次審査 60点とする。 

 （5）最高得点が２者以上の場合は、見積金額が低いものを優先交渉権者とし、見

積金額が同額の場合は、委員による投票とする。 

 （６）最低評価点ラインは 6割以上とする。 

 

２．一次審査について 

（１）以下の項目・基準ごとに評価を行う。 

評 価 項 目 評 価 基 準 配 点 

業務実現性・遂行能力 

・事業の実現可能性 

・提案内容と費用のバランス 

・実施計画の現実性、実行体制の

整備状況 

・費用の妥当性と効率性 

１０点 

業務実績 

・過去 3年間の同種業務実績 

・同種業務の実績 

・業務の規模・範囲 

・成果・実績 

・本事業への関連性 

２０点 

企画提案内容 

・本業務に関する理解度 

・地域交流 

・地域課題、町の方針に対する理

解と適合性 

・スポーツ合宿を通じた地域交流

に関する視点があるか。 

１０点 

合計  40点 
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３．二次審査（プレゼンテーション） 

 （1）以下の項目・基準ごとに評価を行う。 

評 価 項 目 評 価 基 準 配 点 

専門性 

・本業務を遂行するにあたって

の専門性を評価 

・スポーツマネジメントの知識 

・マーケティング、プロモーション知

識 

・観光、地域資源の知識 

・施設運営、整備の知識 

10点 

有効性 

・スポーツツーリズム構築事業

に対する有効性のある提案内容 

・スポーツ合宿を地域に定着させ自走

させていくための戦略の考え方に有

効性はあるか。 

・スポーツ合宿を通じた地域交流の戦

略の考え方に有効性はあるか。 

20点 

実現性 

・スポーツツーリズム構築事業

対する実現性のある提案内容 

・今後の事業展開にあたり、想定され

る課題（宿泊場所・練習環境など）

を事前に把握できているか。また、

その課題解決に向けた早急に取り組

むべき事項が示されているか。 

・与那原町各種計画と整合を図り、提

案する誘致戦略について、実現性が

ある提案となっているか。 

20点 

その他独自の取り組みに関する

提案 

・仕様要件以外にも本業務に有益な提

案があるか。 

10点 

合計  60点 

 


